
○遠軽 議会傍聴規則 

成 月 日 

議会規則第 号 

改  成 月 日議会規則第 号 

成 月 日議会規則第 号 

趣旨  

第 条 規則 地方自治法 昭和 法律第 号 下 法 いう 第

条第 規定 基 遠軽 議会 傍聴 関 必要 事 を定  

傍聴席 区  

第 条 傍聴席 一般席及び報 関係者席  

傍聴 手続  

第 条 会議を傍聴 う 者 所定 場所 自己 住所 氏名を傍聴人受付票 別

記様式 記入 い  

傍聴券  

第 条 議長 必要 あ 認 前条 規定 わ 傍聴券を交付

 

 傍聴券 会議当日所定 場所 先着 交付  

 傍聴券 交付を受 者 傍聴券 住所及び氏名を記入 い  

 傍聴券 交付を受 者 傍聴券 記載さ 日 限 傍聴  

 傍聴人 入場 う 所定 入口 傍聴券を提示 い  

 傍聴人 係員 要求を受 傍聴券を提示 い  

 傍聴券 交付を受 者 傍聴を終え退場 う を返還

い  

傍聴人 定員  

第 条 傍聴人 定員 人  

 傍聴人 前 定員 傍聴券を所持 者 入場さ い あ

議長 許可 場合 限 い  

議場 入場禁  

第 条 傍聴人 議場 入 い  

傍聴席 入 い者  

第 条 次 当 者 傍聴席 入 い  

 銃器 棒そ 他人 危害を加え 又 迷惑を及 そ あ 物を携帯

い 者 

 張 紙 掲示板 ー 旗 垂 幕 さ 類を携帯

い 者 



 鉢巻 腕章 ン ッケン メッ 類を着用 又 携帯

い 者 

 ジ 拡声器 無線機 イク 録音機 写真機 撮影機 類を携帯 い

者 第 条 規定 撮影又 録音 議長 許可を得

者を除  

 笛 ッパ 太鼓そ 他 楽器 類を携帯 い 者 

 下駄 木製サン 類を履い い 者 

 酒気を帯び い 認 者 

 異様 服装を い 者 

 前各号 定 会議を妨害 又 人 迷惑を及 認

者 

 議長 必要 認 傍聴人 対 係員を 前 第 号 第 号

規定 物品を携帯 い 否 を質問さ  

 議長 前 質問を受 者 応 い そ 者 入場を禁

 

 児童及び乳幼児 傍聴席 入 い 議長 許可を得 場合

限 い  

傍聴人 守 事  

第 条 傍聴人 傍聴席 あ 静粛を旨 次 事 を守

い  

 議場 言論 対 拍手そ 他 方法 公然 可否を表明 い

 

 談論 放歌 高笑 そ 他騒 立 い  

 鉢巻 腕章 ン ッケン メッ 類を着用 又 張

紙 旗 垂 幕 類を掲 等示威的行為を い  

 帽子 外 う 襟巻 類を着用 い 病気そ 他 理由

議長 許可を得 場合 限 い  

 飲食又 喫煙を い  

 席を離 又 不体裁 行為を い  

 パー コン ュー 携帯電 及び ケッ 電源を 使用

い 議長 許可を得 者 限 い  

 前各号 定 議場 秩序を乱 又 会議 妨害 う

行為を い  

写真 映 等 撮影及び録音等 禁  

第 条 傍聴人 傍聴席 い 写真 映 等を撮影 又 録音等を い



特 議長 許可を得 者 限 い  

傍聴人 退場  

第 条 傍聴人 秘密会を開 議決 あ や 退場

い  

係員 指示  

第 条 傍聴人 係員 指示 従わ い  

反 対 措置  

第 条 法第 条第 及び第 定 を除 傍聴人 規則

反 議長 を制 そ 命 従わ い を退場さ

 

附 則 

規則 公布 日 施行  

附 則 成 月 日議会規則第 号  

規則 成 月 日 施行  

附 則 成 月 日議会規則第 号  

規則 成 月 日 施行  



別記様式 第 条関係  

 


